
 

 

内部統制に関する基本方針 

 

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  

1. 取締役は、その言動や文書を通じて、デンソー基本理念・デンソースピリット等の普遍的な価値

観・倫理観・信念を徹底する。 

2. 取締役会・専務役員会・執行役員会で構成する役員会議体に加えて、各種会議や委員会等、組織を

横断した会議体により意思決定を行い、取締役の相互牽制を図る。 

3. 適正な財務報告の確保に取り組むほか、適時適正な情報開示を行う。 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  

重要な情報は社内規程に従って適切に保存及び管理する。取締役会議事録は永年保存とする。 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

1. 事業や投資に関わるリスクは、社内規程に従って、取締役会・専務役員会等の役員会議体において

全社的に管理するとともに、グループ長・センター長が担当領域について管理する。 

2. その他リスクマネジメントは、リスク管理会議が全社的な体制を整備・管理し、各主管部署がリス

ク項目ごとに管理する。 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

1. 専務役員・常務役員制度により、取締役数をスリム化した効率的な経営を実施する。 

2. 取締役の職務の執行に必要な組織及び組織の管理、職務権限については、社内規程に従って定め、

業務の組織的かつ能率的な運営を図る。 

3. 中長期の経営方針及び年度ごとのグループ方針の下で年度計画を立案し、社内の意思統一を図る。

目標・計画の達成状況及び各部業務の進捗状況については、社内規程に従って管理し定期的に報告

する。 

（５）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  

1. 専務役員会にて行動指針を制定・改訂し、必要な啓蒙及び提言を行う。 

2. 階層別コンプライアンス教育により、行動指針を周知徹底する。 

3. 内部通報制度として、社内主管部署もしくは社外の弁護士に直接通報が可能な「企業倫理ホットラ

イン」を運用する。 

4. 業務の適法性・妥当性・効率性については、監査室が社内規程に従って内部監査を行い、その指摘

に基づいて各部にて業務管理・運営制度を整備・充実する。 

（６）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制  



 

 

1. グループ各社の自主性を最大限に尊重するため、グループ会社の意思決定は社内規程に従って留保

権限方式により運営する。 

2. グループの方針・計画は、中長期の経営方針及び年度グループ方針の下、連結ベースで立案し、グ

ループの意思統一を図る。目標・計画の達成状況は、社内規程に従って管理し定期的に報告する。 

3. グループ会社のリスクマネジメント及びコンプライアンスについては、当社からグループ各社へ指

針やガイドラインを提示し、グループ全体の体制構築及び運用を推進する。また、｢デンソーグル

ープ社員行動指針」をグループで共有し、その周知徹底を図る。 

4. ＣＳＲ（企業の社会的責任）をグループ全体の経営課題と位置付け、当社の各専門機関がグループ

会社の活動の方向付けやフォローアップを行う。 

5. グループ会社向けの内部通報制度「国内グループ会社企業倫理ホットライン」を運用する。 

6. 各部門は、グループ会社との情報交換により、グループ会社の業務の適正確保に向けた助言・支援

を行う。 

7. 各部門による、グループ会社の業務の適正に関する監視・検証を実施する。 

（７） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及

び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項  

1. 専任組織として設置した監査役室が、監査役の職務を補助する。 

2. 監査役室の人事及び組織変更については、事前に監査役会または監査役会の定める常勤監査役の同

意を得る。 

3. 取締役は、監査役室が監査役の指示に基づき、監査役監査の業務に必要な情報を社内及びグループ

会社から収集できるよう協力する。 

（８）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制  

1. 取締役及びグループ会社の取締役・監査役は、主な業務の執行状況について、担当部署を通じて適

宜適切に監査役に報告するほか、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は直ちに

監査役に報告を実施する。 

2. 当社及びグループ会社の取締役・監査役・専務役員・常務役員・使用人は、監査役または監査役室

の求めに応じ、定期的または随時業務報告を実施する。 

（９）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制  

1. 取締役は、監査役監査の実効性を高めるため、監査役による取締役会・各種委員会等重要会議への

出席や業務決裁書等重要書類の閲覧、さらに社内各部門・グループ会社の実地監査、会計監査人と

の会合等の監査活動に協力する。 

2. 取締役は、監査役がその職務を行うために要する費用及び必要に応じた外部人材の直接任用等を確

保する。 

3. 内部監査部門は、監査役との連携を密にし、監査役に対し内部監査結果の報告を実施する。 

4. 監査役は、内部監査部門・会計監査人・内部統制部門と定期的または随時情報交換を実施する。 



 

 

5. 当社及びグループ会社の取締役は、監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な

扱いを受けないよう確保する。 

 


